
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
同
意
の
届
出
の
審
査
結
果
（
区
域
内
特
定
養

　

殖
業
者
） 

（
農
林
水
産
経
営
支
援
課
）　

　

二

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
振
興
課
）　

　

二

 
公

告

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
を
行
う
医
療
機
関
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

二

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

二

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
教
育
庁
高
校
教
育
課
）　

　

三

 
企

業

局

〇
企
業
局
行
政
活
動
の
評
価
に
関
す
る
条
例
管
理
規
程 

三

 
教
育
委
員
会

〇
教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

四

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
単
純
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

　

正
す
る
規
則 

四

〇
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

四

〇
宮
城
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

五

〇
県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

七

〇
県
立
中
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

七

〇
平
成
九
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
七
号
（
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
き
実
施

　

機
関
が
定
め
る
法
人
）
の
一
部
改
正 

七

 
雑

報

〇
地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院
平
成
二
十
年
度
財
務
諸
表
の
公
告 

七

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
〇
三
八
号
中 

一
四

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
十
七
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
十
八
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
五
〇
〇
二
八
四

〇
四
一
一
四
〇
〇
二
〇
三

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
も
と
よ
し

気
仙
沼
市
本
吉
町
津
谷

明
戸
二
百
二
十
二
番
地

二
号

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
や
も
と
赤
井
の
里

東
松
島
市
赤
井
字
川
前

三
番
百
五
十
三
番
地
一

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
、
重
度

訪
問
介
護

居
宅
介
護
、
重
度

訪
問
介
護

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

気
仙
沼
市
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人

東
松
島
福
祉
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

九
月
一
日

平
成
二
十
一
年

九
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
三
六
〇
〇
〇
一
六

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

本
吉
町
社
会
福
祉
協
議

会
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

本
吉
町
津
谷
明
戸
二
百

二
十
二
番
地
二
号

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
、
重
度

訪
問
介
護

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

本
吉
町
社
会
福

祉
協
議
会

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

八
月
三
十
一
日



〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
十
九
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
二
十
号

　

県
営
川
北
地
区
土
地
改
良
事
業
（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
）
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事

に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第

八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称　
　

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
三
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

栗
原
市
役
所
、
栗
原
市
若
柳
総
合
支
所
、
栗
原
市
金
成
総
合
支
所
及
び
一
関
市
役
所

 
公

告

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療

の
う
ち
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
六
日

第2099号　平成21年10月16日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

加
入
区
の

名　
　

称

宮
城
県
第

十
一
加
入

区

区　
　

域

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
表
浜

支
所
の
地
区

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

平
成
二
十
一
年

九
月
二
十
五
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

石
巻
市
小
渕
浜
カ
ン
ト
十

六－

一

阿
部　

盛

石
巻
市
小
渕
浜
小
渕
六
十

九木
村　

忠
良

養
殖
業
の
種
類

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
の
り
養
殖

業

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

四
人

名　
　
　

称

山
の
手
調
剤
薬
局

フ
ァ
ー
マ
ラ
イ
ズ
薬
局　

石

巻
店

け
や
き
薬
局　

白
石
店

所　
　

在　
　

地

石
巻
市
大
手
町
四－

五
六
一

石
巻
市
蛇
田
東
道
下
七
十－

二

白
石
市
城
南
二
丁
目
二－

十
三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
月
一
日

平
成
二
十
一
年
十
月
一
日

平
成
二
十
一
年
十
月
一
日

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

多
賀
城
市
高
橋
一
丁
目
百
三
十
九
番
四
、
百
三
十
九
番

五
、
百
三
十
九
番
六
及
び
百
三
十
九
番
八
の
各
一
部
、
並

び
に
百
三
十
九
番
七

　

石
巻
市
潮
見
町
二
番
地
の
三

 

株
式
会
社
山
大　
　
　
　
　
　
　



 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量　

Ａ
重
油
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
一
種
二
号
）　

百
七
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

二　

落
札
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

教
育
庁
高
校
教
育
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

北
日
本
石
油
株
式
会
社
仙
台
支
店　

仙
台
市
宮
城
野
区
扇
町
七
丁
目
六
番
十
二
号

五　

落
札
金
額　

千
七
十
一
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日

 
企

業

局

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
二
号

　

企
業
局
行
政
活
動
の
評
価
に
関
す
る
条
例
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

佐　
　

藤　
　

幸　
　

男　
　
　

　
　
　

企
業
局
行
政
活
動
の
評
価
に
関
す
る
条
例
管
理
規
程

　

企
業
局
行
政
活
動
の
評
価
に
関
す
る
条
例
管
理
規
程
（
平
成
十
四
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
五
号
）
の
全
部
を

改
正
す
る
。

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
程
は
、
公
営
企
業
管
理
者
（
以
下
「
管
理
者
」
と
い
う
。）
が
行
う
行
政
活
動
の
評
価
に
つ
い
て
、

行
政
活
動
の
評
価
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
施
行
に

関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
評
価
の
種
類
）

第
二
条　

条
例
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
評
価
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

大
規
模
事
業
評
価

　

二　

公
共
事
業
再
評
価

　

（
公
共
事
業
再
評
価
の
範
囲
）

第
三
条　

条
例
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
規
則
で
定
め
る
公
共
事
業
は
、
県
が
事
業
主
体
で
あ
る
民
間
資
金
等
の
活

用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
に
関
す
る
事
業
（
同
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
公
用
施
設
に
係
る
も
の
を
除

く
。）
に
該
当
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
災
害
の
復
旧
又
は
防
止
の
た
め
緊
急
に

行
う
必
要
が
あ
る
事
業
及
び
維
持
管
理
事
業
そ
の
他
の
現
状
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
の
事
業
を
除
く
。）
と
す
る
。

一　

事
業
着
手
を
し
た
年
度
か
ら
起
算
し
て
五
年
度
以
内
に
用
地
買
収
の
手
続
又
は
工
事
の
い
ず
れ
も
行
わ
れ
な
い

こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の

二　

事
業
着
手
を
し
た
年
度
か
ら
起
算
し
て
十
年
度
（
国
庫
補
助
事
業
で
あ
っ
て
別
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

五
年
度
）
以
内
に
事
業
の
完
了
が
見
込
ま
れ
な
い
も
の
（
県
単
独
事
業
で
あ
っ
て
、
事
業
着
手
を
し
た
年
度
か
ら

起
算
し
て
十
一
年
度
以
内
に
事
業
の
完
了
が
見
込
ま
れ
る
も
の
を
除
く
。）

三　

前
条
第
二
号
の
公
共
事
業
再
評
価
（
以
下
「
公
共
事
業
再
評
価
」
と
い
う
。）
を
行
っ
た
年
度
の
翌
年
度
か
ら

起
算
し
て
五
年
度
（
国
庫
補
助
事
業
で
あ
っ
て
別
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
十
年
度
）
以
内
に
、
用
地
買
収

の
手
続
若
し
く
は
工
事
の
い
ず
れ
も
行
わ
れ
な
い
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
又
は
事
業
の
完
了
が
見
込
ま
れ
な
い

も
の
（
県
単
独
事
業
で
あ
っ
て
、
公
共
事
業
再
評
価
を
行
っ
た
年
度
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
六
年
度
以
内
に
事

業
の
完
了
が
見
込
ま
れ
る
も
の
を
除
く
。）

四　

社
会
経
済
情
勢
の
急
激
な
変
化
、
住
民
の
要
望
の
変
化
等
事
業
の
円
滑
な
推
進
に
課
題
を
抱
え
て
お
り
、
特
に

今
後
の
展
開
に
つ
い
て
判
断
が
必
要
と
さ
れ
る
も
の

　

（
公
共
事
業
再
評
価
の
時
期
）

第
四
条　

公
共
事
業
再
評
価
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
公
共
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
期
に
行
う

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
に
公
共
事
業
再
評
価
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
管
理
者
が
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

一　

前
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
公
共
事
業　

同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
期
間
の
最

終
年
度
に
お
い
て
、
翌
年
度
の
予
算
を
編
成
す
る
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

二　

前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
公
共
事
業　

評
価
を
行
う
年
度
に
お
い
て
、
翌
年
度
の
予
算
を
編
成
す
る
ま
で
に
行
う

も
の
と
す
る
。

　

（
行
政
活
動
の
評
価
）

第
五
条　

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
行
政
活
動
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
行
う
行
政
活
動
の
評
価
の
例

に
よ
る
。
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一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

黒
川
郡
富
谷
町
富
谷
字
清
水
沢
三
十
六
番
一
及
び
三
十

六
番
五
の
各
一
部
（
第
二
工
区
）

　

富
谷
町



　
　
　

附　

則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会

　

教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

大　
　

村　
　

虔　
　

一　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号

　
　
　

教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
第
一
項
中
第
二
十
五
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

九　

退
職
手
当
の
支
給
制
限
、
支
払
の
差
止
め
、
返
納
命
令
及
び
納
付
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
条
第
一
項
中
第
十
一
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
三
号

中
「
第
十
号
」
を
「
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

三　

退
職
手
当
の
支
払
の
差
止
め
及
び
そ
の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

退
職
手
当
の
支
給
制
限
、返
納
命
令
及
び
納
付
命
令
を
行
う
際
の
人
事
委
員
会
か
ら
の
意
見
聴
取
を
行
う
こ
と
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
単
純
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

大　
　

村　
　

虔　
　

一　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号

　
　
　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
単
純
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
単
純
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則

第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
一
年
十
月
九
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

大　
　

村　
　

虔　
　

一　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号

　
　
　

県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
三
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
三
第
二
号
の
表
宮
城
県
立
視
覚
支
援
学
校
の
項
中 

を 

に
改

め
、同
表
宮
城
県
立
光
明
支
援
学
校
の
項
中 

を 

に
改
め
、

同
表
宮
城
県
立
西
多
賀
支
援
学
校
の
項
中 

を 

に
改
め
、

同
表
宮
城
県
立
石
巻
支
援
学
校
の
項
中 

を 

に
改
め
、
同

表
宮
城
県
立
気
仙
沼
支
援
学
校
の
項
中 

を 

に
改
め
、
同

表
宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校
の
項
中 

を 

に
改
め
、
同
表

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校
の
項
中 

を 

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
迫
支
援

学
校
の
項
中 

を 

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
古
川
支
援
学

「

一
一

一
四

」

「

一
一

一
一

」

「

四
九

五
五

五
二

」

「

六
三

四
九

五
五

」

「
 

六
 

三
 

六

」

「

一
四
 

六
 

三

」

「

三
五

三
八

三
〇

」

「

二
七

三
五

三
八

」

「

一
九

一
九

一
九

」

「

二
七

一
九

一
九

」

「

四
六

二
八

二
七

」

「

四
九

四
六

二
八

」

「

二
四

二
七

」

「

二
七

二
四

」

「

一
六

一
九

一
一

」

「

二
七

一
六

一
九

」
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校
の
項
中  

を 

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
船
岡
支
援
学
校

の
項
中 

を 

に
改
め
、同
表
宮
城
県
立
山
元
支
援
学
校
の
項
中 

 

を 

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校
の
項
中 

 

を 

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
支
援
学
校
岩
沼
高
等
学
園
の
項
中

 

を 

に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

宮
城
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

大　
　

村　
　

虔　
　

一　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

宮
城
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
伝
染
性
疾
患
に
か
ゝ
り
」
を
「
感
染
症
に
か
か
り
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
第
一
号
の
表
宮
城
県
仙
台
第
一
高
等
学
校
の
項
中 

を 

に
改
め
、
同
表
宮
城

県
宮
城
第
一
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
宮
城
県
第
二
女
子
高
等
学
校
の
項
及
び
宮
城
県
第
三
女
子
高
等
学
校
の
項

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

「

二
七

三
〇

二
七

」

「

三
八

二
七

三
〇

」

「

二
三

二
〇

」

「

二
〇

二
三

」

「

一
一

一
九

二
二

」

「

一
九

一
一

一
九

」

「

四
三

三
八

三
三

」

「

五
九

四
三

三
八

」

「

四
八

四
〇

」

「

四
〇

四
八

」

「

男

」

「

男
女

」

　

別
表
第
一
第
一
号
の
表
宮
城
県
泉
高
等
学
校
の
項
中 

を

 

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
仙
台
南
高
等
学
校
の
項
中 

を

 

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
石
巻
好
文
館
高
等
学
校
の
項
中 

を

 

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
飯
野
川
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
宮
城
県
河
南
高

等
学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
第
一
号
の
表
宮
城
県
塩
釜
高
等
学
校
の
項
中

 

を

 

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
塩
釜
女
子
高
等
学

校
の
項
を
削
り
、
同
表
宮
城
県
白
石
高
等
学
校
の
項
中

 

を

 

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
白
石
女
子
高
等
学

校
の
項
を
削
り
、
同
表
宮
城
県
上
沼
高
等
学
校
の
項
中 

を 

に

「

二
四
〇

二
四
〇

二
四
〇

」

「

二
八
〇

二
四
〇

二
四
〇

」

「

三
二
〇

」

「

二
八
〇

」

「

二
〇
〇

二
〇
〇

二
〇
〇

」

「
　
　
　

二
〇
〇

二
〇
〇

」

「

普

通

科

商

業

科

三
年
三
年

男男

 
一
二
〇

 

八
〇
 
一
六
〇

 

八
〇
 
一
六
〇

 

八
〇

」

「

普

通

科

商

業

科

ビ

ジ

ネ

ス

科

三
年
三
年
三
年

男
女男

男
女

 
三
二
〇

　
　
　

 

八
〇

 
三
二
〇

 

八
〇

　
　
　

 
三
六
〇

 

八
〇

　
　
　

」

「

普

通

科

三
年

男

 
一
六
〇
 
一
六
〇
 
一
六
〇

」

「

普

通

科

看

護

科

三
年
三
年

男
女
男
女
 　
　
　

 

四
〇

三
二
〇

 

四
〇

三
二
〇

 

四
〇

」

「
　

四
〇
　

八
〇

」

「
　

四
〇
　

四
〇

」
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宮
城
県
仙
台
二
華

高

等

学

校

普

通

科

三
年

男
女

二
四
〇

二
八
〇

二
八
〇

宮
城
県
仙
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三
桜

高

等

学

校

普

通

科

三
年

男
女

二
八
〇

二
八
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二
八
〇

宮
城
県
石
巻
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高　

等　

学　

校

普

通

科

農
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科

総
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学

科

三
年
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年
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二
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〇

二
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〇

 

四
〇

　
　
　

二
〇
〇

 

四
〇

　
　
　



改
め
、
同
表
宮
城
県
築
館
高
等
学
校
の
項
中 

を 

に
改
め
、
同

表
宮
城
県
岩
ヶ
崎
高
等
学
校
の
項
中 

を 

に
改
め
、
同
表
宮
城

県
鶯
沢
工
業
高
等
学
校
の
項
中 

を 

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
岩

出
山
高
等
学
校
の
項
中 

を 

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
田
尻
高
等

学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
宮
城
県
柴
田
農
林
高
等
学
校
の
項
中 

を 

に
改
め
、
同
表

宮
城
県
柴
田
高
等
学
校
の
項
中 

を 

に
改

め
、
同
表
宮
城
県
黒
川
高
等
学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
第
一
号
の
表
宮
城
県
中
新
田
高
等
学
校
の
項
中 

を

 

に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
第
二
号
の
表
宮
城
県
宮
城
第
一
高
等
学
校
の
項
中 

を 

に
改
め
、
同
表

宮
城
県
本
吉
響
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
宮
城
県
宮
城
野
高
等
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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二
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八
〇

」

　

別
表
第
一
第
二
号
の
表
宮
城
県
伊
具
高
等
学
校
の
項
中 

を 

に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
第
一
号
の
表
宮
城
県
飯
野
川
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
宮
城
県
第
二
工
業
高
等
学
校
の
項
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
第
二
第
一
号
の
表
宮
城
県
白
石
高
等
学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
第
一
号
の
表
宮
城
県
大
河
原
商
業
高
等
学
校
の
項
中 

を 

に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
第
二
号
の
表
宮
城
県
田
尻
さ
く
ら
高
等
学
校
の
項
中 

を

 

に
改
め
る
。

　

別
表
第
四
の
表
宮
城
県
白
石
女
子
高
等
学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
四
条
の
改
正
規
定
並
び
に
別
表
第
一

「

一
二
〇

一
六
〇

」

「

一
二
〇

一
二
〇

」

「
 

四
〇

」
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八
〇

」

「
 

八
〇

 

四
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八
〇

 

四
〇
 

八
〇

 

四
〇

」

第2099号　平成21年10月16日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）

宮

城

県

黒

川

高　

等　

学　

校

普

通

科

電

子

機

械

科

農

業

経

営

科

土

木

科

機

械

科

電

子

工

学

科

環

境

技

術

科

三
年
三
年
三
年
三
年
三
年
三
年
三
年

男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女

 

八
〇
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〇
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〇
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〇
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〇
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四
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〇
八
〇
四
〇
四
〇

　
　
　

　
　
　

　
　
　

宮

城

県

石

巻

普

通

科

三
年

男
女

二
〇
〇
　
　
　

　
　
　

好
文
館
高
等
学
校

宮
城
県
本
吉
響

高

等

学

校

宮

城

県

白

石

高

等

学

校

総

合

学

科

普

通

科

三
年

三
年

男
女

男
女

一
二
〇

二
四
〇

一
二
〇

　
　
　

一
六
〇

　
　
　

宮
城
県
石
巻
北

高　

等　

学　

校

 

飯
野
川
校

普

通

科

四
年

昼

男
女
 

四
〇
 

四
〇
 

四
〇
 

四
〇

宮

城

県

白

石

高　

等　

学　

校

 

七
ケ
宿
校

普

通

科

四
年

昼

男
女
 

四
〇
 

四
〇
 

四
〇
 

四
〇

宮
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石

高

等

学

校

看
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科

二
年

男
女
 

四
〇
 

四
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第
二
号
の
表
宮
城
県
本
吉
響
高
等
学
校
の
項
を
削
る
改
正
規
定
並
び
に
同
表
に
宮
城
県
石
巻
好
文
館
高
等
学
校
の

項
、
宮
城
県
本
吉
響
高
等
学
校
の
項
及
び
宮
城
県
白
石
高
等
学
校
の
項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
宮
城
県
本
吉
響
高
等

学
校
の
項
の
規
定
に
限
る
。）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
別
表
第
一
第
一
号
の
表
宮
城
県
仙
台
第
一
高
等
学
校
の
項
、
宮
城
県
仙
台
二
華
高
等
学
校
の
項
、
宮
城

県
仙
台
三
桜
高
等
学
校
の
項
及
び
宮
城
県
白
石
高
等
学
校
の
項
中
看
護
科
の
男
女
の
欄
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
二
学
年
の
収
容
定
員
に
か
か
る
部
分
は
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
三
学
年
の
収
容
定
員
に
か
か
る

部
分
は
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

３　

改
正
後
の
別
表
第
一
第
二
号
の
表
宮
城
県
本
吉
響
高
等
学
校
の
項
の
収
容
定
員
の
欄
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４　

改
正
後
の
別
表
第
四
の
表
宮
城
県
白
石
高
等
学
校
の
項
の
男
女
の
欄
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
学
年
の

収
容
定
員
に
か
か
る
部
分
は
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
二
学
年
の
収
容
定
員
に
か
か
る
部
分
は
平
成
二
十

六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

大　
　

村　
　

虔　
　

一　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　
　
　

県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

別
表
第
一
宮
城
県
古
川
黎
明
高
等
学
校
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

県
立
中
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

大　
　

村　
　

虔　
　

一　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　

県
立
中
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
立
中
学
校
学
則
（
平
成
十
六
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
中
「
伝
染
性
疾
患
」
を
「
感
染
症
」
に
改
め
る
。

　

別
表
宮
城
県
古
川
黎
明
中
学
校
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
十
六
号

　

平
成
九
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
七
号
（
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
き
実
施
機
関
が
定
め
る
法
人
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
一
年
十
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

大　
　

村　
　

虔　
　

一　
　
　

　

財
団
法
人
宮
城
県
野
外
活
動
振
興
協
会
を
削
る
。

 
雑

報

〇
地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
報
掲
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
独
立
行

政
法
人
宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院
平
成
二
十
年
度
財
務
諸
表
を
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
六
日

 

地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院　
　
　
　
　

 

理　
事　
長　
　

林　
　
　
　
　
　
　
　

富　
　
　

貸
借
対
照
表

（7）　 平成21年10月16日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2099号　　 

宮
城
県
仙
台
二
華
高
等
学
校

宮
城
県
仙
台
二
華
中
学
校

宮
城
県
仙
台
二
華
中
学
校

三
年
 

八
〇
　
　
　

　
　
　



 

（平
成
2  1  年

３
月
31   日

） 

（単
位
：
円

）

第2099号　平成21年10月16日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （8）

資
産
見
返
負
債

1,970,319,688
　
資
産
見
返
運
営
費
負
担
金

32,309,515
　
資
産
見
返
寄
附
金

68,400,000
長
期
借
入
金

8,820,513,967
移
行
前
地
方
債
償
還
債
務

 
207,043,829

退
職
給
付
引
当
金

 11,098,586,999
固
定
負
債
合
計

　
Ⅱ
　
流
動
負
債

18,907,781
寄
附
金
債
務

369,848,444
一
年
以
内
返
済
予
定
移
行
前
地
方
債
償
還
債
務

9,175,000
一
年
以
内
返
済
予
定
長
期
借
入
金

459,272,836
未
払
金

651,300
未
払
消
費
税
等

17,359,960
預
り
金

50,823,000
賞
与
引
当
金

 
926,038,321

流
動
負
債
合
計

 12,024,625,320
負
債
合
計

負
債
の
部

　
Ⅰ
　
固
定
負
債

資
本
の
部

　
Ⅰ
　
資
本
金

1,234,086,843
設
立
団
体
出
資
金

 
1,234,086,843

資
本
金
合
計

　
Ⅱ
　
資
本
剰
余
金

1,467,949,000
資
本
剰
余
金

 
1,467,949,000

資
本
剰
余
金
合
計

　
Ⅲ
　
繰
越
欠
損
金

－
934,677,255

当
期
未
処
理
損
失

資
産
の
部

　
Ⅰ
　
固
定
資
産

　
　
１
．
有
形
固
定
資
産

1,486,743,335
土
地

10,350,795,945
建
物

9,107,850,504
－
1,242,945,441

　
減
価
償
却
累
計
額

311,743,860
構
築
物

237,005,625
 
－
74,738,235

　
減
価
償
却
累
計
額

10,028,010
車
両
及
運
搬
用
具

4,945,938
 
－
5,082,072

　
減
価
償
却
累
計
額

2,587,269,053
器
具
及
備
品

1,529,835,794
－
1,057,433,259

　
減
価
償
却
累
計
額

30,961,530
そ
の
他
有
形
固
定
資
産

 
28,475,112

 
－
2,486,418

　
減
価
償
却
累
計
額

12,394,856,308
有
形
固
定
資
産
合
計

　
　
２
．
無
形
固
定
資
産

690,500
電
話
加
入
権

19,589,370
施
設
利
用
権

 
75,385,544

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア

95,665,414
無
形
固
定
資
産
合
計

 12,490,521,722
固
定
資
産
合
計

　
Ⅱ
　
流
動
資
産

610,200,619
現
金
及
び
預
金

628,781,134
医
業
未
収
金

628,330,034
 

－
451,100

　
貸
倒
引
当
金

8,591,276
薬
品

47,672,495
診
療
材
料

909,221
貯
蔵
品

2,393,054
前
払
費
用

3,193,627
未
収
収
益

171,860
そ
の
他
流
動
資
産

 
1,301,462,186

流
動
資
産
合
計

 13,791,983,908
資
産
合
計



損
益
計
算
書

 

（平
成
2  0  年

４
月
１
日
～
平
成
21   年

３
月
31   日

） 

 

（単
位
：
円

）

（9）　 平成21年10月16日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2099号　　 

営
業
収
益

医
業
収
益

2,718,293,319
入
院
収
入

20,543,766
室
料
差
額
収
入

602,386,348
外
来
収
入

26,501,989
公
衆
衛
生
活
動
収
入

6,854,900
受
託
研
究
収
入

139,181,706
そ
の
他
医
業
収
入

1,684,644,000
運
営
費
負
担
金
収
益

64,167,229
資
産
見
返
運
営
費
負
担
金
戻
入

 
1,226,277

資
産
見
返
寄
附
金
等
戻
入

 5,263,799,534
営
業
収
益
合
計

営
業
費
用

医
業
費
用

965,479,273
材
料
費

2,179,905,704
給
与
費

735,874,560
委
託
費

804,018,748
設
備
関
係
費

22,294,135
研
究
研
修
費

 
362,110,024

経
費

 5,069,682,444
医
業
費
用
合
計

一
般
管
理
費

166,893,616
給
与
費

22,594,512
委
託
費

108,726,650
設
備
関
係
費

5,736,933
受
取
利
息

14,325,349
そ
の
他
医
業
外
収
入

 
1,642,658

寄
附
金
収
入

 
21,704,940

営
業
外
収
益
合
計

営
業
外
費
用

148,671,555
支
払
利
息

 
3,526,382

そ
の
他
医
業
外
費
用

 
152,197,937

営
業
外
費
用
合
計

 －
252,689,451

経
常
損
失

臨
時
損
失

 
5,602,860

資
産
に
係
る
控
除
対
象
外
消
費
税
等
負
担
額

 
5,602,860

臨
時
損
失
合
計

 －
258,292,311

当
期
純
損
失

 －
258,292,311

当
期
総
損
失

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書

 
（
平
成
20年

４
月
１
日
～
平
成
21年

３
月
31日

） 
 

（
単
位
：
円
）

Ⅰ
　
業
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

3,397,020,689
医
業
収
入

－
950,552,135

原
材
料
，
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
に
よ
る
支
出

－
1,991,804,402

人
件
費
支
出

8,882,718
そ
の
他
業
務
収
入

－
1,460,568,118

そ
の
他
業
務
支
出

1,684,644,000
運
営
費
負
担
金
収
入

 
45,426,634

寄
付
金
収
入

733,049,386
小
計

5,603,420
利
息
の
受
取
額

 －
258,292,311）

（
う
ち
当
期
総
損
失

 －
934,677,255

繰
越
欠
損
金
合
計

 
1,767,358,588

資
本
合
計

 13,791,983,908
負
債
・
資
本
合
計

 
18,098,766

経
費

 
316,313,544

一
般
管
理
費
合
計

 5,385,995,988
営
業
費
用
合
計

 －
122,196,454

営
業
損
失

営
業
外
収
益



第2099号　平成21年10月16日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （10）

 
507,103,000

運
営
費
負
担
金
収
入

394,114,022
投
資
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

Ⅲ
　
財
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

250,000,000
短
期
借
入
れ
に
よ
る
収
入

－
250,000,000

短
期
借
入
金
の
返
済
に
よ
る
支
出

42,200,000
長
期
借
入
れ
に
よ
る
収
入

－
1,325,000

長
期
借
入
金
の
返
済
に
よ
る
支
出

 －
749,528,460

移
行
前
地
方
債
償
還
債
務
の
償
還
に
よ
る
支
出

－
708,653,460

財
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

275,441,813
Ⅳ
　
資
金
増
加
額

 
334,758,806

Ⅴ
　
資
金
期
首
残
高

 
610,200,619

Ⅵ
　
資
金
期
末
残
高

　
注
記
事
項

　
　
資
金
の
期
末
残
高
と
貸
借
対
照
表
科
目
の
内
訳
は
次
の
と
お
り
で
す
。

現
金
及
び
預
金
　
　
610,200,619円

資
金
期
末
残
高
　
　
610,200,619円損

失
の
処
理
に
関
す
る
書
類

 
（
平
成
21年

９
月
７
日
） 

 
（
単
位
：
円
）

－
934,677,255

Ⅰ
　
当
期
未
処
理
損
失

－
258,292,311

　
　
　
当
期
総
損
失

－
676,384,944

　
　
　
前
期
繰
越
欠
損
金

 
0

Ⅱ
　
損
失
処
理
額

 －
934,677,255

Ⅲ
　
次
期
繰
越
欠
損
金

行
政
サ
ー
ビ
ス
実
施
コ
ス
ト
計
算
書

 
（
平
成
20年

４
月
１
日
～
平
成
21年

３
月
31日

） 
 

（
単
位
：
円
）

Ⅰ
　
業
務
費
用

－
1,226,277

　
　
　
　
資
産
見
返
寄
附
金
戻
入

 －
3,536,693,245

 
－
21,704,940

　
　
　
　
医
業
外
収
益

2,001,500,680
　
　
業
務
費
用
合
計

1,748,811,229）　
　
　
　
　
　
　
　

（
う
ち
減
価
償
却
充
当
補
助
金
相
当
額

Ⅱ
　
機
会
費
用

35,126,465
　
　
　
　
地
方
公
共
団
体
出
資
の
機
会
費
用

 
41,688,965

 
6,562,500

　
　
　
　
無
利
子
又
は
通
常
よ
り
有
利
な
条
件

　
　
　
　
に
よ
る
融
資
取
引
の
機
会
費
用

 
2,043,189,645

Ⅲ
　
行
政
サ
ー
ビ
ス
実
施
コ
ス
ト

5,385,995,988
　
　
　
　
医
業
費
用

5,538,193,925
152,197,937

　
　
　
　
医
業
外
費
用

　
２
．（
控
除
）
自
己
収
入
等

－
3,513,762,028

　
　
　
　
医
業
収
益

注
記
事
項

Ⅰ
　
重
要
な
会
計
方
針

　
１
　
運
営
費
負
担
金
の
計
上
基
準

　
期
間
進
行
基
準
を
採
用
し
て
い
ま
す
。

　
２
　
減
価
償
却
の
会
計
処
理
方
法

　
　
�
　
有
形
固
定
資
産

　
　
　
    定

額
法
を
採
用
し
て
い
ま
す
。

　
耐
用
年
数
は
，
経
済
的
使
用
可
能
予
測
期
間
に
基
づ
き
設
定
し
て
い
ま
す
が
，
主
な
資
産
の
耐
用
年
数
は
以

下
の
と
お
り
で
す
。

　
　
　
　
建
物
　
　
　
　
　
　
　
13年

か
ら
37年

　
　
　
　
構
築
物
　
　
　
　
　
　
８
年
か
ら
58年

　
　
　
　
医
療
機
器
等
備
品
　
　
３
年
か
ら
18年

　
　
�
　
無
形
固
定
資
産

　
定
額
法
を
採
用
し
て
お
り
ま
す
。

　
３
　
引
当
金
の
計
上
基
準

　
　
�
　
退
職
給
付
に
係
る
引
当
金
及
び
見
積
額
の
計
上
基
準

　
職
員
の
退
職
金
の
給
付
に
備
え
る
た
め
に
，
期
末
自
己
都
合
要
支
給
額
を
引
当
金
と
す
る
方
法
を
採
用
し
て

 －
148,671,555

利
息
の
支
払
額

589,981,251
業
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

Ⅱ
　
投
資
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

－
104,360,918

有
形
固
定
資
産
の
取
得
に
よ
る
支
出

－
8,628,060

無
形
固
定
資
産
の
取
得
に
よ
る
支
出

　
１
．
損
益
計
算
書
上
の
費
用



（11）　 平成21年10月16日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2099号　　 
お
り
ま
す
。

　
　
�
　
貸
倒
引
当
金
の
計
上
基
準

　
債
権
の
貸
倒
れ
に
よ
る
損
失
に
備
え
る
た
め
，
貸
倒
懸
念
債
権
等
特
定
の
債
権
に
つ
い
て
は
，
個
別
に
回
収

可
能
性
を
検
討
し
，
回
収
不
能
見
込
額
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
�
　
賞
与
引
当
金
の
計
上
基
準

　
役
職
員
に
対
し
て
支
給
す
る
賞
与
に
備
え
る
た
め
に
，
当
該
事
業
年
度
に
負
担
す
べ
き
支
給
見
込
額
を
計
上

し
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
平
成
20年

度
賞
与
引
当
金
計
上
額
　
50,823,000円

　
４
　
た
な
卸
資
産
の
評
価
基
準
及
び
評
価
方
法

　
　
　
薬
品
・
診
療
材
料
・
貯
蔵
品
：
最
終
仕
入
原
価
法

　
５
　
行
政
サ
ー
ビ
ス
実
施
コ
ス
ト
計
算
書
に
お
け
る
機
会
費
用
の
計
上
方
法

　
　
�
　
地
方
公
共
団
体
出
資
の
機
会
費
用
の
計
算
に
利
用
し
た
利
率

　
宮
城
県
出
資
等
の
機
会
費
用
の
計
算
に
使
用
し
た
利
率
は
，
10年

利
付
国
債
の
平
成
21年

３
月
末
に
お
け
る

利
回
り
を
参
考
に
1.30％

に
て
計
算
し
て
お
り
ま
す
。

�
　
政
府
又
は
地
方
公
共
団
体
の
無
利
子
又
は
通
常
よ
り
も
有
利
な
条
件
に
よ
る
融
資
取
引
の
機
会
費
用
の
計
算

に
使
用
し
た
利
率

　
宮
城
県
か
ら
の
無
利
子
の
短
期
借
入
金
に
つ
い
て
は
，
市
中
金
融
機
関
か
ら
の
借
入
利
息
2.625％

に
て
計

算
し
て
お
り
ま
す
。

　
６
　
消
費
税
等
の
会
計
処
理

　
　
　
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
会
計
処
理
は
，
税
抜
き
方
式
に
よ
っ
て
お
り
ま
す
。

Ⅱ
　
重
要
な
債
務
負
担
行
為

　
　
当
年
度
末
ま
で
に
契
約
を
締
結
し
，
翌
年
度
以
降
に
支
払
が
発
生
す
る
重
要
な
も
の
は
，
下
記
の
と
お
り
で
す
。

 
（
単
位
：
円
）　

翌
事
業
年
度
以
降
の
支
払
金
額

契
約
金
額

契
約
内
容

223,297,200
923,958,000

建
物
総
合
管
理
業
務
委
託
契
約

附
属
明
細
書

�
　
固
定
資
産
の
取
得
及
び
処
分
並
び
に
減
価
償
却
費
（「
第
84　

特
定
の
償
却
資
産
の
減
価
に
係
る
会
計
処
理
」

に
よ
る
損
益
外
減
価
償
却
相
当
額
も
含
む
。）
の
明
細

�
　
た
な
卸
資
産
の
明
細

 

1,486,743,335
0

0
1,486,743,335

0
0

1,486,743,335
土
地

非
償
却
資
産

1,486,743,335
0

0
1,486,743,335

0
0

1,486,743,335
計

9,107,850,504
414,315,147

1,242,945,441
10,350,795,945

0
0

10,350,795,945
建
物

有
形
固
定
資
産
合

計

237,005,625
24,912,745

74,738,235
311,743,860

0
0

311,743,860
構
築
物

4,945,938
1,694,024

5,082,072
10,028,010

0
0

10,028,010
車
両
及
び
運
搬

用
具

1,529,835,794
358,962,044

1,057,433,259
2,587,269,053

0
109,840,000

2,477,429,053
器
具
及
び
備
品

28,475,112
828,806

2,486,418
30,961,530

0
0

30,961,530
そ
の
他
有
形
固

定
資
産

10,908,112,973
800,712,766

2,382,685,425
13,290,798,398

0
109,840,000

13,180,958,398
計

690,500
0

0
690,500

0
0

690,500
電
話
加
入
権

無
形
固
定
資
産

19,589,370
1,928,486

5,785,458
25,374,828

0
0

25,374,828
施
設
利
用
権

75,385,544
35,420,547

103,597,856
178,983,400

0
2,217,200

176,766,200
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

95,665,414
37,349,033

109,383,314
205,048,728

0
2,217,200

202,831,528
計

0
0

0
0

2,393,054
0

2,393,054
長
期
前
払
費
用

投
資
そ
の
他
の
資

産

0
0

0
0

2,393,054
0

2,393,054
計

28,475,112
828,806

2,486,418
30,961,530

0
0

30,961,530
そ
の
他
有
形
固

定
資
産

10,908,112,973
800,712,766

2,382,685,425
13,290,798,398

0
109,840,000

13,180,958,398
計

0
0

0
0

0
0

0
建
物

有
形
償
却
資
産

（
償
却
費
損
益
外
）

0
0

0
0

0
0

0
構
築
物

0
0

0
0

0
0

0
車
両
及
び
運
搬

用
具

0
0

0
0

0
0

0
器
具
及
び
備
品

0
0

0
0

0
0

0
そ
の
他
有
形
固

定
資
産

0
0

0
0

0
0

0
計

摘
要

減
価
償
却

累
計
額
　

期
末
残
高

当
期
減
少
額

当
期
増
加
額

期
首
残
高

資
　産
　の
　種
　類

差
　引
　当

期
末
残
高

当
期
償
却
額

9,107,850,504
414,315,147

1,242,945,441
10,350,795,945

0
0

10,350,795,945
建
物

有
形
固
定
資
産

（
償
却
費
損
益
内
）

237,005,625
24,912,745

74,738,235
311,743,860

0
0

311,743,860
構
築
物

4,945,938
1,694,024

5,082,072
10,028,010

0
0

10,028,010
車
両
及
び
運
搬

用
具

1,529,835,794
358,962,044

1,057,433,259
2,587,269,053

0
109,840,000

2,477,429,053
器
具
及
び
備
品
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�
　
長
期
借
入
金
の
明
細

�
　
移
行
前
地
方
償
還
債
務
の
明
細

�
　
引
当
金
の
明
細

�
　
資
本
金
及
び
資
本
剰
余
金
の
明
細

�
　
運
営
費
負
担
金
債
務
及
び
運
営
費
負
担
金
収
益
の
明
細

　
①
　
運
営
費
負
担
金
債
務
の
明
細

　
②
　
運
営
費
負
担
金
債
務
（
移
行
前
地
方
償
還
債
務
返
済
分
）
の
明
細

　
③
　
運
営
費
負
担
金
収
益
の
明
細

摘
要

返
済
期
限

平
均
利
率

（
％
）

期
末
残
高

当
期
減
少

当
期
増
加

期
首
残
高

区
　
分

平
成
24年

３
月
21日

1.306％
3,975,000

1,325,000
0

5,300,000
宮
城
県

平
成
25年

３
月
19日

0.904％
31,400,000

0
0

31,400,000
宮
城
県

平
成
26年

３
月
19日

0.935％
42,200,000

0
42,200,000

0
宮
城
県

77,575,000
1,325,000

42,200,000
36,700,000

計

摘
要

償
還
期
限

利
率
（
％
）

期
末
残
高

当
期
減
少

当
期
増
加

期
首
残
高

銘
　
柄

平
成
43年

３
月
１
日

1.600％
224,987,194

8,470,820
0

233,458,014
資
金
運
用
部
資

金

平
成
44年

３
月
１
日

2.200％
140,784,085

4,658,366
0

145,442,451
財
政
融
資
資
金

平
成
43年

３
月
20日

1.200％
1,946,131,979

76,868,021
0

2,023,000,000
金
融
公
庫
資
金

平
成
45年

３
月
25日

0.900％
1,679,569,126

62,430,874
0

1,742,000,000
財
政
融
資
資
金

平
成
21年

３
月
１
日

0.400％
0

358,891,202
0

358,891,202
財
政
融
資
資
金

平
成
20年

9月
30日

0.400％
0

119,582,077
0

119,582,077
郵
貯
資
金

平
成
21年

３
月
25日

0.609％
0

73,500,000
0

73,500,000
縁
故
債

平
成
46年

３
月
１
日

2.000％
2,053,000,000

0
0

2,053,000,000
財
政
融
資
資
金

平
成
44年

３
月
20日

1.900％
3,037,000,000

0
0

3,037,000,000
金
融
公
庫
資
金

平
成
27年

３
月
20日

1.200％
75,890,027

12,127,100
0

88,017,127
金
融
公
庫
資
金

平
成
22年

３
月
25日

0.737％
33,000,000

33,000,000
0

66,000,000
縁
故
債

9,190,362,411
749,528,460

0
9,939,890,871

計

摘
　
要

期
末
残
高

当
期
減
少
額

当
期
増
加
額

期
首
残
高

区
　
分

そ
の
他

目
的
使
用

207,043,829
0

27,469,027
39,417,726

195,095,130
退
職
給
付
引
当
金

50,823,000
0

0
50,823,000

0
賞
与
引
当
金

451,100
0

0
19,180

431,920
貸
倒
引
当
金

摘
　
要

期
末
残
高

当
期
減
少
額

当
期
増
加
額

期
首
残
高

区
　
　
分

1,234,086,843
0

0
1,234,086,843

設
立
団
体
出
資
金

資本金
1,234,086,843

0
0

1,234,086,843
計

資
本
剰
余
金

資本金剰余金

資
本
的
助
成
分

1,467,949,000
0

507,103,000
960,846,000

　
　
運
営
費
負
担
金

1,467,949,000
0

507,103,000
960,846,000

計

0
0

0
0

損
益
外
減
価
償
却
累
計
額

1,467,949,000
0

507,103,000
960,846,000

差
引
計

期
末
残
高

当
　
期
　
振
　
替
　
額

当
期
交
付
額

期
首
残
高

交
付
年
度

小
　
計

資
本
剰
余
金

資
産
見
返
運
営
費

負
担
金

運
営
費
負
担
金
収

益

0
1,684,644,000

0
0

1,684,644,000
1,684,644,000

0
平
成
20年

度

0
1,684,644,000

0
0

1,684,644,000
1,684,644,000

0
計

期
末
残
高

当
　
期
　
振
　
替
　
額

当
期
交
付
額

期
首
残
高

交
付
年
度

小
　
計

資
本
剰
余
金

資
産
見
返
運
営
費

負
担
金

運
営
費
負
担
金
収

益

0
507,103,000

507,103,000
0

0
507,103,000

0
平
成
20年

度

0
507,103,000

507,103,000
0

0
507,103,000

0
計

（
単
位
：
千
円
，
人
）

期
末
残
高

当
期
減
少

当
期
増
加
額

期
首
残
高

種
　
　
類

そ
の
他

払
　
出

そ
の
他

当
期
購
入

8,591,276
0

551,161,401
0

554,206,929
5,545,748

薬
品

47,672,495
0

426,717,153
0

423,137,937
51,251,711

診
療
材
料

909,221
0

28,345,152
0

28,410,374
843,999

貯
蔵
品

57,172,992
0

1,006,223,706
0

1,005,755,240
57,641,458

計
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�
　
役
員
及
び
職
員
の
給
与
の
明
細

�
　
医
業
費
用
及
び
一
般
管
理
費
の
明
細

金
　
　
額

科
　
　
目

　
　

965,479,273

2,179,905,704

527,816,148

402,993,260

9,741,053

 
24,928,812

1,471,532,999

354,221,151

43,265,560

46,661,715

 
264,224,279

119,842,161

42,360,000

14,472,000

医
業
費
用

　
材
料
費

　
　
薬
品
費

　
　
診
療
材
料
費

　
　
医
療
消
耗
備
品
費

　
　
給
食
用
材
料
費

　
給
与
費

　
　
給
与

　
　
賞
与

　
　
退
職
給
付
費
用

　
　
賞
与
引
当
金
繰
入

　
　
法
定
福
利
費

　
委
託
費

　
　
検
査
委
託
費

　
　
給
食
委
託
費

　
　
寝
具
委
託
費

735,874,560

804,018,748

22,294,135

77,500,000

86,484,000

5,594,389

193,545,488

194,224,607

 
1,851,915

731,934,224

33,803,039

37,684,218

 
 

597,267

10,516,117

 
 
11,778,018

13,052,695

6,485,749

113,700

5,364,901

10,715,010

2,128,696

37,590,111

55,608

159,515,999

9,761,290

2,581,855

7,508,822

393,932

555,438

139,000

868,481

　
　
　
　
物
品
管
理
委
託
費

　
　
医
事
委
託
費

　
　
清
掃
委
託
費

　
　
設
備
委
託
費

　
　
保
守
委
託
費

　
　
そ
の
他
委
託
費

　
設
備
関
係
費

減
価
償
却
費

　
　
器
機
賃
借
料

　
　
修
繕
費

　
　
車
両
費

　
研
究
研
修
費

　
　
研
究
費

　
　
研
修
費

　
経
　
費

　
　
福
利
厚
生
費

　
　
旅
費
交
通
費

　
　
被
服
費

　
　
通
信
運
搬
費

　
　
印
刷
製
本
費
（
広
告
宣
伝
費
）

　
　
消
耗
備
品
費

　
　
消
耗
品
費

　
　
会
議
費

　
　
水
道
光
熱
費

　
　
賃
借
料

　
　
報
償
費

　
　
保
険
料

　
　
交
際
費

　
　
諸
会
費

　
　
租
税
公
課

　
　
図
書
費

合
　
計

平
成
20年

度
　
支
給
分

業
務
等
区
分

1,684,644,000
1,684,644,000

期
間
進
行
基
準

退
職
手
当

報
酬
又
は
給
与

区
　
分

支
給
人
員

支
給
額

支
給
人
員

支
給
額

（
0）0　

（
0）0　

（
2）2　

（
1,376）
26,327　

役
員

（
0）
45　

（
0）

33,631　
（
40）
344　

（
75,917）

1,939,553　
職
員

（
0）
45　

（
0）

33,631　
（
42）
346　

（
77,293）

1,965,880　
合
計

注
）
１
．
役
員
に
対
す
る
報
酬
の
基
準
及
び
職
員
に
対
す
る
給
与
及
び
退
職
手
当
の
支
給
基
準
の
概
要

　
　
　
　
地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院
給
与
規
程
、
同
役
員
報
酬
規
程
、
同
退
職
手
当
規
程
に

　
　
　
　
基
づ
い
て
い
ま
す
。

注
）
２
．
支
給
人
員
は
、
年
間
平
均
支
給
人
員
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

注
）
３
．（
　
　
）
内
の
数
字
は
、
非
常
勤
役
員
及
び
職
員
に
対
す
る
支
給
額
及
び
人
数
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

注
）
４
．
上
記
明
細
に
は
賞
与
を
含
み
ま
す
。

注
）
５
．
上
記
明
細
に
は
法
定
福
利
費
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。



  

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
〇
三
八
号
（
平
成
二
十
一
年
三
月
三
日
付
け
）
中
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ペ
ー
ジ

一一

段上上

行四
後
ろ
か

ら
五　

正

第
三
百
十
五
号

第
三
百
十
五
号

　
　
　
　
　
　
　

誤

第
三
十
五
号

第
三
十
五
号

 
362,110,024

 
5,069,682,444

166,893,616

22,594,512

108,726,650

 
18,098,766

 
316,313,544

963,705

19,180

1,099,178

 
103,196,674

108,536,943

31,589,290

2,314,114

4,161,285

 
20,291,984

634,742

 
21,959,770

106,127,575

 
2,599,075

 
18,098,766

　
　
支
払
手
数
料

　
　
貸
倒
引
当
金
繰
入

　
　
雑
費

　
　
控
除
対
象
外
消
費
税
等
負
担
額

　
医
業
費
用
合
計

一
般
管
理
費

　
給
与
費

　
　
給
与

　
　
賞
与

　
　
退
職
給
付
費
用

　
　
賞
与
引
当
金
繰
入

　
　
法
定
福
利
費

　
委
託
費

　
　
清
掃
委
託
費

　
　
設
備
委
託
費

   設
備
関
係
費

　
　
減
価
償
却
費

　
　
修
繕
費

　
経
　
費

　
　
水
道
光
熱
費

一
般
管
理
費
合
計


